
令和３年度水防法改正（要配慮者利用施設における避難の実効性確保）

○ 昨今の水災害発生時の被害状況を踏まえ、高齢者等の避難困難者が利用する要配慮者利用施設に係る
避難計画や避難訓練の内容について、市町村による適切性の確認や助言・勧告を通じた避難実効性の確
保を図る必要。

【改正概要】

○ 市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が作成し、市町村に報告する
こととされている「避難確保措置に関する計画（避難確保計画）」について、報告を受けた市町村長による
計画内容に係る助言・勧告制度の創設。

○ 要配慮者利用施設の所有者等の実施義務とされている「避難訓練」について、市町村長への訓練結果の
報告を義務付け、報告を受けた市町村長による訓練内容に係る助言・勧告制度の創設。

【要配慮者利用施設の避難確保措置のイメージ】
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国土交通省

・「避難確保計画の作成・活用の手引き」の改定
・ 研修の実施
により避難の実効性確保を支援
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